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「
平
成
24
年
度
国
民

健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
（
納
付
書
）」
を
、

世
帯
主
宛
て
に
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

納
期
限
は
、
各
納
期

月
の
末
日
で
す
（
12
月

の
み
25
日
㈫
／
末
日
が

土
・
日
曜
日
、
祝
日
の

場
合
は
翌
日
）。
各
期

の
賦
課
額
は
年
税
額
を

納
付
回
数
で
割
っ
た
額

で
あ
り
、
１
か
月
分
の

額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
特
別
徴
収
と
は
…
年
金
の
支
払
月
（
年

６
回
・
偶
数
月
）
ご
と
に
、
該
当
世
帯

の
納
税
義
務
者
（
世
帯
主
）
が
受
給
し

て
い
る
年
金
か
ら
国
保
税
を
差
し
引

き
、
納
付
す
る
方
法

・・
仮
徴
収
の
４
・
６
・
８
月
の
税
額
は
、
平

成
24
年
２
月
の
税
額
と
同
額
を
徴
収

・・
本
徴
収
の
税
額
は
、
国
保
税
年
税
額
か

ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
額
を
10
・

12
月
、
平
成
25
年
２
月
の
３
回
に
分
け

て
賦
課

　

倒
産
・
解
雇
な
ど
の
事
業
主
の
都
合
に

よ
り
離
職
を
し
た
方
（
特
定
受
給
資
格

者
）、
雇
い
止
め
や
雇
用
期
間
満
了
な
ど

に
よ
り
離
職
を
し
た
方
（
特
定
理
由
離
職

者
）
の
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方　

雇
用
保
険
の
特
定
受

給
資
格
者
お
よ
び
特
定
理
由
離
職
者
で
、

次
の
全
て
の
用
件
を
満
た
す
方

・・
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

◎
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
）

◎
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
支
払
い
）

　

年
税
額
確
定
後
に
「
仮
徴
収

額
」
と
「
本
徴
収
額
」
を
記
載

し
た
「
税
額
決
定
通
知
書
兼
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
世
帯

主
宛
て
に
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
新
た
に
該
当
と

な
っ
た
場
合
は
、「
納
付
方
法

に
つ
い
て
」
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
非
該
当
と
な
っ
た
場
合

は
、「
中
止
通
知
書
」
を
随
時

送
付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

・・
離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未
満

○
特
定
受
給
資
格
者
・
特
定
理
由
離
職
者

と
は
…
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第

１
面
「
離
職
理
由
」
欄
ま
た
は
「
離
職

年
月
日
・
理
由
」
欄
に
次
の
コ
ー
ド
が

記
載
さ
れ
て
い
る
方

・・
特
定
受
給
資
格
者
…
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32

・・
特
定
理
由
離
職
者
…
23
、
33
、
34

▼
軽
減
内
容　

国
保
税
の
算
定
区
分
で
あ

る
所
得
割
に
お
い
て
、
算
定
基
礎
と
し

て
使
用
す
る
前
年
の
所
得
等
に
つ
い
て

は
、
失
業
者
本
人
の
前
年
の
給
与
所
得

を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
計
算

▼
軽
減
期
間　

離
職
し
た
日
の
翌
日
〜
翌

年
度
末
（
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す

る
な
ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
場

合
、
軽
減
は
終
了
）

▼
申
請
方
法　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
」「
社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
」「
認

め
印
」
を
持
参
の
上
、
国
保
年
金
課
窓

口
で
申
請
す
る

※
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
が
な
い

場
合
は
受
付
不
可
／
既
に
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、「
社
会
保

険
資
格
喪
失
証
明
書
」
は
不
要

国
保
税
を
納
め
な
い
で
い
る
と
…

①
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
督
促
状
が
送
付

さ
れ
ま
す
。

②
そ
れ
で
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
通

常
の
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
代
わ

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
、
世
帯
主

で
す（
地
方
税
法
第
７
０
３
条
の
４
）。

世
帯
主
自
身
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
家
族
の

中
に
加
入
者
が
い
れ
ば
、
納
付
書
は

原
則
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

り
に
有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

③
納
期
限
か
ら
１
年
が
経
過
す
る
ま
で
の

間
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
保
険
証
を

返
還
し
て
も
ら
い
、
保
険
証
の
代
わ
り

に
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
資

格
証
明
書
で
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場

合
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
治
療
に
要
し

た
費
用
全
額
を
支
払
い
、
後
日
国
保
年

金
課
へ
の
申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
を

払
い
戻
し
ま
す
。

④
納
期
限
か
ら
１
年
６
か
月
を
過
ぎ
る
と

国
保
の
給
付
（
療
養
費
・
高
額
療
養
費
・

葬
祭
費
等
）
が
全
部
ま
た
は
一
部
差
し

止
め
と
な
り
ま
す
。

⑤
②
〜
④
の
措
置
を
受
け
て
も
国
保
税
を

納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
差
し
止
め
ら

れ
た
国
保
の
給
付
か
ら
滞
納
分
が
差
し

引
か
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
14
日
以
内
に
国

保
年
金
課
窓
口
へ
届
出
が
必
要
で
す
。

◎
国
保
に
加
入
す
る
と
き

・・
市
外
か
ら
転
入
し
た
と
き
、
子
ど
も
が

生
ま
れ
た
と
き
（
会
社
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
な
い
場
合
）

・・
会
社
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

◎
国
保
を
や
め
る
と
き

・・
市
外
へ
転
出
す
る
と
き
、
ま
た
は
死
亡

し
た
と
き
（
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
な
い
場
合
）

・・
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

平
成
平
成
2424
年
度
年
度

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
納
税
通
知
書
を
７
月
に
送
付

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
納
税
通
知
書
を
７
月
に
送
付

●
問
合
先　

市
役
所
国
保
年
金
課　

国
保
Ｇ　

内
線
１
０
２
〜
１
０
４

●
問
合
先　

市
役
所
国
保
年
金
課　

国
保
Ｇ　

内
線
１
０
２
〜
１
０
４

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め

な
ど
に
よ
り
失
業
し
た
方
は

届
出
に
よ
り
国
保
税
を
軽
減

国
民
健
康
保
険
税
は

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

国
保
に
加
入
す
る
と
き
・

や
め
る
と
き
は
届
出
を
！

納期 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
H25
１月 ２月

期別 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

賦課 本算定
納期 ４月 ６月 ８月 10月 12月

H25
２月

賦課 仮徴収 本徴収


